
公的資金補償金免除繰上償還について 

 
 国は、地方公共団体の厳しい財政状況等を踏まえ、高金利の地方債に係る公債費負担の軽減

を目的として、総人件費の削減や行政改革の実施等、徹底した行財政改革を行うことを前提に

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画または公営企業経営健全化計画（以下「健

全化計画」という。）を策定する地方公共団体を対象に、補償金を支払うことなく地方債の繰上

償還を認める臨時特例債措置を講じた。 
 これに伴い、医療センターでは公営企業経営健全化計画を策定し、平成 19 年 12 月 22 日付
けで国の承認を受けている。 
 
１．繰上償還の概要 
 地方財政法附則第 33条の 9の規定に基づき、平成 19年度から平成 21年度までの 3年間
で、平成 4年 5月 31日までに借入した旧資金運用部資金等、または、平成 5年 8月 31日ま
でに借入した地方公営企業金融公庫資金のうち年利 5％以上のものについて、健全化計画を策
定し、その内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものと認める場合におい

て、繰上償還を行うことができるものである。 
 なお、従来の公的資金の繰上償還においては、借用証書の特約条項に定める補償金を支払

わなければならないが、当該繰上償還については補償金が免除される。 
 当該繰上償還により、高利率な地方債の残債を繰上償還し、低利率の民間資金に借り換え

ることで、公債費負担は相当程度軽減される。 
 
２．繰上償還の対象額 

実施時期 対 象 資 金 繰上償還額 借換債予定額 
13,530,695円 13,500,000円

1,130,774円 1,100,000円
平成 19年度 年利 7％以上の旧資金運用部資

金 
47,955,354円 47,900,000円

計  62,616,823円 62,500,000円
 
３．経費節減効果額 
 繰上償還を実施しない場合、平成 20年度から平成 23年度までの間に総額で約 959万円の
利息を支払わなければならないが、繰上償還を行い低利率の民間資金に借り換えすることで、

支払利息の総額は約 161万円に抑えられ、これにより約 798万円の公債費の負担軽減が図ら
れるものである。 

 
 
 
 
 
 




